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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月8日(2017.11.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特に寛骨臼カップを埋込むための医療器具（１４）であって、
　成形体（１８；１８’；１８”）を備えた医療用整列器（１６）を含み、
　前記成形体（１８；１８’；１８”）が、該成形体（１８；１８’；１８”）から離れ
る方を向くと共に球面区域から逸脱する患者固有の骨当接面（５４；５４’）を有し、
　前記骨当接面が、患者の骨表面に対応するように成形される、
医療器具において、
　前記成形体（１８；１８’；１８”）が、目視高さを備えた少なくとも１つの目視縁部
（６０、６２、６４；６０’、６２’；１０８）を有すること、
　前記目視縁部（６０、６２、６４；６０’、６２’；１０８）が、前記患者固有の骨当
接面（５４；５４’）に隣接すること、及び
　前記目視縁部（６０、６２、６４；６０’、６２’；１０８）と前記患者固有の骨当接
面（５４；５４’）の間の移行部が、接線方向に不連続であること、
を特徴とする医療器具。
【請求項２】
　請求項１に記載の医療器具であって、前記少なくとも１つの目視縁部（６０、６２、６
４；６０’、６２’；１０８）が、少なくとも前記成形体（１８；１８’；１８”）の最
小厚さに対応する幅又は高さを有すること、を特徴とする医療器具。
【請求項３】
　請求項２に記載の医療器具であって、前記少なくとも１つの目視縁部（６０、６２、６
４；６０’、６２’；１０８）が、最大で前記成形体（１８；１８’；１８”）の最小厚
さの３倍に対応する幅又は高さを有すること、を特徴とする医療器具。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の医療器具であって、
　前記少なくとも１つの目視縁部（６０、６２、６４；６０’、６２’；１０８）が、平
坦な又は略平坦な表面エリアを形成し、又は前記成形体（１８；１８’；１８”）の凹部
（１１２；１１２’；１１２”）の境界面を形成し、
　前記凹部（１１２；１１２’；１１２”）が、前記骨当接面（５４；５４’）を少なく
とも部分的に貫通すること、
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を特徴とする医療器具。
【請求項５】
　請求項４に記載の医療器具であって、
　前記少なくとも１つの凹部（１１２；１１２’；１１２”）が、貫通開口（１００）の
形態に構成されること、及び
　前記少なくとも１つの目視縁部（１０８）が、前記貫通開口（１００）の内側表面（１
０６）を形成すること、
を特徴とする医療器具。
【請求項６】
　請求項５に記載の医療器具であって、
　前記整列器（１６）が器具長手方向軸（２８）を規定すること、
　前記貫通開口（１００）の長手方向軸（１０２）が、前記器具長手方向軸（２８）と平
行に又は略平行に走ること、及び／又は、
　前記貫通開口（１００）がボアホール（１０４）の形態に構成されること、
を特徴とする医療器具。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の医療器具であって、前記骨当接面（５４；５４’
）が、患者の寛骨臼（１２）の輪郭に少なくとも部分的に適合されること、並びに／或い
は、
　前記骨当接面（５４；５４’）が、少なくとも窩（５６）の一部に及び／又は寛骨臼切
痕（５８）の一部に対応する輪郭を有すること、並びに／或いは、
　少なくとも１つの取付要素受け（９０）が、前記成形体（１８；１８”）上に配置又は
形成されること、並びに／或いは、
　前記成形体（１８；１８’；１８”）が、皿形の構成であると共に、一定の又は略一定
の厚さを有すること、並びに／或いは、
　前記骨当接面（５４；５４’）及び／又は前記成形体が、モールディング又は３Ｄ印刷
により製造されること、並びに／或いは、
　前記成形体（１８；１８’；１８”）の前記骨当接面（５４；５４’）が、非侵襲的に
測定された患者の骨輪郭データ、特にＸ線又は磁気共鳴映像からの患者の骨輪郭データに
対応する又は略対応する骨当接面輪郭データを規定すること、
を特徴とする医療器具。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の医療器具であって、握り要素（２０）を特徴とす
る医療器具。
【請求項９】
　請求項８に記載の医療器具であって、前記握り要素（２０）が、前記成形体（１８；１
８’；１８”）に解放可能に接続可能であるように構成されること、を特徴とする医療器
具。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の医療器具であって、前記成形体（１８；１８’；
１８”）を前記握り要素（２０）に一時的に連結するための連結装置（８２）を特徴とす
る医療器具。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の医療器具であって、
　前記連結装置（８２）が、少なくとも１つの第１連結要素（７８）及び少なくとも１つ
の第２連結要素（８０）を含むこと、及び
　前記少なくとも１つの第１及び第２連結要素（７８、８０）が、互いに対応すると共に
連結位置において係合状態にあり解放位置において係合解除状態にあるように構成される
こと、
を特徴とする医療器具。
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【請求項１２】
　請求項１１に記載の医療器具であって、前記少なくとも１つの第１連結要素（７８）が
連結受け（７４）の形態に構成され、前記少なくとも１つの第２連結要素（８０）が連結
突起（７６）の形態に構成されること、並びに／或いは、
　前記少なくとも１つの第１連結要素（７８）が雌ねじ区域（７２）を有し、前記少なく
とも１つの第２連結要素（８０）が対応する雄ねじ区域（５０）を有すること、並びに／
或いは、
　前記少なくとも１つの第１連結要素（７８）が、前記成形体（１８；１８’；１８”）
上に配置又は構成されること、及び
　前記少なくとも１つの第２連結要素（８０）が、前記握り要素（２０）上に配置又は構
成されること、
を特徴とする医療器具。
【請求項１３】
　請求項８～１２のいずれか１項に記載の医療器具であって、
　前記握り要素（２０）が長尺シャフト（２４）を有すること、及び
　前記シャフト（２４）の近位端エリアに、把持エリア（２６）が配置又は形成されるこ
と、
を特徴とする医療器具。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の医療器具であって、
　前記シャフト（２４）が長手方向軸（２８）を規定すること、及び
　前記シャフト（２４）の近位端面が、衝撃体ツールの衝撃面（４２）の形態に構成され
ること、並びに／或いは、
　前記シャフト（２４）が、少なくとも２部分構成であり、シャフトスリーブ（３２）と
、前記シャフトスリーブ内を案内される内側シャフト（３４）とを含むこと、及び
　前記第２連結要素（８０）が、前記内側シャフト（３４）の遠位端（４６）に又は前記
シャフトスリーブの遠位端に配置又は形成されること、
を特徴とする医療器具。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか１項に記載の医療器具であって、衝撃体ツールを特徴とする
医療器具。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６２】
１０　骨盤骨
１２　寛骨臼
１４　器具
１６　整列器
１８　成形体
２０　握り要素
２２　衝撃体
２４　シャフト
２６　把持エリア
２８　長手方向軸
３０　リングフランジ
３２　シャフトスリーブ
３４　内側シャフト
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３６　作動部材
３８　回転ノブ
４０　端面
４２　衝撃面
４４　平面
４６　端部
４８　端部
５０　雄ねじ区域
５２　下側
５４　骨当接面
５６　窩
５８　寛骨臼切痕
６０　目視縁部
６２　目視縁部
６４　目視縁部
６８　ペグ
７０　めくら穴
７２　雌ねじ区域
７４　連結受け
７６　連結突起
７８　第１連結要素
８０　第２連結要素
８２　連結装置
８４　縁部区域
８６　縁部
８８　取付体
９０　取付要素受け
９２　貫通開口
９４　ボアホール
９６　取付要素受け
９８　骨フランジ
１００　貫通開口
１０２　貫通開口長手方向軸
１０４　ボアホール
１０６　内側表面
１０８　目視縁部
１１０　貫通開口
１１２　凹部
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